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下諏訪町再犯防止推進計画（案）に関する意見募集結果について 

 

 

１ 意見の募集期間：令和８年１月６日（火）から令和８年２月６日（金）まで 

 

２ 資料の公表場所：住民環境課生活相談係窓口での閲覧、町ホームページへの掲載 

 

３ 周 知 方 法：クローズアップしもすわ及び町ホームページへの記事掲載、町議会

全員協議会説明 

 

４ 意見の受付方法：意見提出用紙の様式により、郵送、住民環境課生活相談係窓口、FAX、

電子メールで受付 

  

５ 募 集 結 果：意見提出者３名、提出件数８件 

 

番号 頁 意見の要旨 町の考え方 

１ １ 「治安の維持にとどまらず、」を 

「治安の維持に加えて、」又は「治安

の維持のみならず、」に修正を検討し

てほしい。 

治安の維持に加えて、に修正しま

す。 

２ ２  図１－２について、％の引き出し線

の色がわかりにくい。 

引き出し線の色をよりわかりやす

い色へ修正します。 

３ ４  図２－２及び図２－３について、立

体表示の関係だろうと思われるが、％

を示すラインと棒グラフの％表示と

のズレ感がある。 

ズレ感が解消されるようグラフの

レイアウトを修正します。 

４ １ 

ほか 

 「取組」と「取り組み」について、

統一を図っていただきたい。 

 本計画における「取組」及び「取り

組み」の表記については、公用文作成

の考え方に基づき整理しており、施策

や事項として掲げる場合（「再犯防止

の取組」や「取組を実施しています」

等）など名詞的に用いる場合は「取組」

とし、「～に取り組みます」のように

動詞的に用いる場合は「取り組み」と

表記していますので、現時点で全体的

な修正はいたしませんが、今後計画を

見直す際にも、よりわかりやすく統一

的な表現となるよう留意してまいり

ます。 

５ １２  図 重層的支援体制整備事業の概要

について、文字が小さく読みづらいの

で、もう少し大きくしてほしい。 

図を拡大し、文字が読みやすいよう

修正します。 
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６ １４  下諏訪町薬物乱用防止協議会の説

明に「青少年のみならず、地域住民へ

の啓発も目的としています。」を加え

ていただきたい。 

ご指摘のとおり、薬物乱用防止協議

会が行う啓発活動には青少年のみな

らず、幅広い世代が対象となるため、

文言を追記します。 

７ ８ 計画の理念、方針、取組事項、もっ

ともなことと思います。 

そして立ち直りや再出発に向けた

支援の第一歩にあたる「なんでも相談

室」職員のファーストコンタクトが重

要になるのは間違いありません。町は

職員等の資質向上に努めてもらうの

は勿論のこと、相談者が「頼って良か

った」と思える様な「人間力」の高い

職員を配置してもらいたいと思いま

す。 

 

 「なんでも相談室」は支援の第一歩

となる重要な窓口であり、初期対応の

在り方がその後の支援の成否に大き

く影響するものと認識しています。本

計画においても、「Ⅰ．包括的な相談

支援体制の強化」の中で、相談対応力

の向上を重要な取組として位置付け

ています。 

職員の資質向上については、再犯防

止に関する理解の深化に加え、傾聴力

やコミュニケーション能力の獲得な

ど、相談者に寄り添う姿勢を重視した

研修等を通じて、組織全体として対応

力の向上に努めてまいります。 

なお、個別の職員配置については、

業務全体の状況や人事運営の中で総

合的に判断することになりますが、相

談者が「相談して良かった」と感じら

れる窓口になるよう、引き続き体制の

充実に努めてまいります。 

８ ― 再犯防止、刑務所出所者の地域定着

には本人を支える地域の役割が重要

になります。安定した生活を送るうえ

で、就労（生活するための収入）は大

切です。協力雇用主制度はありますが

まだまだ、刑務所出所者の受け入れは

難しい現状があります。多くの受刑者

が矯正施設にて更生に向けて取り組

みを行い、「更生したい」「社会生活を

再建したい」と思っています。町民や

事業所を対象にした刑務所見学会な

どを実施することで、刑務所での取り

組みを正しく理解する機会となるの

ではないでしょうか。 

「なんでも相談室」のワンストップ

の取り組みはとても良いと思います。

相談室を中心に、住民の理解促進を

し、福祉機関、まいさぽ、商工会議所、

保護司会など多様なネットワーク構

築で、刑務所出所者を地域で支えるま

 ご指摘のとおり、安定した就労の確

保は生活基盤の安定につながる重要

な要素であり、本計画においても「Ⅲ．

社会参加に向けた支援への協力」の中

で、協力雇用主との連携や周知啓発を

通じた受入環境の整備を位置付けて

います。一方で、受入れの拡大には事

業者の状況等を踏まえた慎重な対応

が必要であり、町が一律に受入れを求

めることは難しい側面もありますが、

引き続き協力雇用主等と連携を図り、

制度の周知や理解促進に努めてまい

ります。 

 刑務所等の見学会のご提案につき

ましては、地域の理解を深める一つの

方法として参考となるものと受け止

めておりますが、実施にあたっては施

設側の方針や保安上の配慮が必要で

あることから、関係機関の動向も踏ま

えつつ、効果的な啓発の在り方につい
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ちづくりを推進してください。 

 

て研究してまいります。 

 また、「なんでも相談室」を中心と

した多機関連携の強化については、本

計画に掲げる相談支援体制及び重層

的支援体制の趣旨に沿うものであり、

福祉機関をはじめとする関係機関・団

体との連携を一層深め、地域で支える

体制の充実に努めてまいります。 

 


